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令和７年度第２回岐阜県成年後見制度利用促進協議会を開催します 

  

県では、認知症や知的障がいなどによって、判断能力が十分でない方による成年後見制度の

利用を促進するため、各市町村における体制整備への支援に取り組んでいます。 

このたび、取組の更なる推進を図るため、学識経験者、関係機関・団体の代表者による協議

会を下記のとおり開催しますので、お知らせします。 

 

記 

１ 日  時  令和８年２月３日（火） １４：３０～１６：３０ 

２ 場  所  県庁３階 会議室３０２（岐阜市薮田南２－１－１）  

３ 議  題  成年後見制度利用促進に向けた取組状況及び取組方針について 

４ 出 席 者  別紙のとおり 

        ※県からは健康福祉部次長（福祉担当）が出席します 
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